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［１］共有水面法改正案の国会本会議通過

昨年の１２月１８日付で『共有水面の管理および埋立に関する法律』の一部改正法律案（以下「改正共有水面法」といいま

す。）が国会の本会議において可決され、２０２２年１２月２７日に公布されました。改正共有水面法は、共有水面管理庁

が共有水面の占用・使用の許可を行う場合に考慮すべき立地の基準を明示的に導入しました。改正共有水面法は２０２３年

６月２８日に施行される予定となっています。

 

［２］改正案の内容

従前の共有水面法 改正された共有水面法

第１２条（占用・使用許可等の基準

共有水面管理庁は、第８条と第１０条により占用・使用許可をしたり、占用・使用の

協議または承認を行うときに、その許可や協議または承認により被害が予想される権

利として、大統領令にて定める権利を有する者（以下「共有水面の占用・使用関連の

権利者」といいます。）がいれば、その許可や協議または承認をしてはならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではない。

１．共有水面の占用・使用関連の権利者が、当該共有水面の占用・使用に同意した場

合

２．国家や地方自治団体が国防または自然災害の予防等の大統領令にて定める公益事

業のために占用・使用しようとする場合

第１２条（占用・使用許可等の基

準）

①共有水面管理庁は、第８条と第

１０条により占用・使用許可をし

たり、占用・使用の協議または承

認を行うときには、次の各号の事

項を考慮しなければならない。

１．共有水面の占用・使用の面積

、期間、方法等の適正性

２．『海洋空間計画および管理に

関する法律』に基づく海洋空間計

画との符合の如何

３．海洋環境、海洋生態系、自然

景観、海上交通安全、共有水面の

管理・運営および国家安保等に及

ぼす影響

４．漁業活動等の水産業に及ぼす



影響

５．第８条第７項により利害関係

人の意見取纏めをした場合、その

結果

６．その他に必要な事項として、

大統領令にて定める事項

②（省略、従前の第１２条の本文

および但書と同じ）

 

［３］示唆点

従前の共有水面法は、共有水面に新・再生（可能）エネルギーの設備や建築物等を設置しようとする場合、共有水面管理庁

から共有水面の占用または使用の許可を得るものと規定しながらも、共有水面に関する権利者の同意を得ることの他には、

別途で占用・使用の許可の基準が提示されてはいませんでした。これにつき、ハ・テギョン議員をはじめとする議員１０名

は、２０２２年６月２５日に別名「海上風力乱立防止３法」の一環として、共有水面管理庁に立地基準を樹立することがで

きる権限を与えると同時に、共有水面管理庁所属の共有水面管理委員会を置き、共有水面の占用・使用の許可の際に審議・

議決を経るものとする共有水面法の一部改正法立案を提案しました。

ただし、農林畜産食品海洋水産委員会の審査過程にて、軽微な占用・使用の行為についても基準を樹立し、委員会の審議・

議決を経るようにすることは、過度な規制として作用し得るという点、すでに環境影響評価等の海上（洋上）風力関連の法

令に基づき、立地の適正性について事前検討する制度が設けられおり、重複規制に当たる可能性があるという点が指摘され

ており、これを反映し、共有水面管理庁が共有水面の占用・使用の許可を行う際に考慮すべき基準を法律に明示するものへ

と方案の修正がなされました。

改正共有水面法については、共有水面の占用・使用の許可に対する基準を提示することにより、許可に関連する予測可能性

を高めたとする評価が出ているものの、依然として、そのような明示的基準の導入により、共有水面の占用・使用の許可に

対する規制が強化されたという懸念も挙がっています。以下では、改正共有水面法における占用・使用許可の基準のうち、

主な内容について簡単に検討してみます。

（１）海洋空間計画との符合の如何（第２号）

改正共有水面法は、海洋空間計画および管理に関する法律（以下「海洋空間計画法」といいます。）に基づく海洋空間計画

との符合の如何を考慮するものとしています。従来は、海洋空間計画法に基づき漁業活動保護区域として指定されている区

間について、明示的に共有水面の占用・使用許可を制限する規制が存在しなかったものの、改正共有水面法に上記規定が導

入されることにより、今後は、海洋空間計画上の漁業活動保護区域として指定されている区域において海上風力事業のため

の共有水面の占用・使用許可を取得することが、より難しくなるものと思われます。

（２）利害関係人の意見取纏めの結果（第５号）

改正共有水面法は、第８条第７項により、利害関係人の意見取纏めを行った場合、その結果を考慮するものとしています。



２０２２年１月４日の共有水面法改正により、共有水面管理庁が占用・使用の許可を行う場合、漁業者等の利害関係人の意

見聴衆をしなければならないという規定が第８条第７項に新設されたものの、そのような意見取纏めの結果を許可手続きに

反映する経路は別途設けられていませんでした。そのため、改正共有水面法には、それに対する考慮が明示的に取り入れら

れました。従前の共有水面法においては、占用・使用の許可の際に共有水面管理庁が利害関係人の意見聴取の手続きを経れ

ば問題なかったものの、今後は、改正法に基づき、事業者が当該意見聴取の結果による措置を行ったかについても、積極的

に考慮されるものと見られ、これにより、海上風力発電事業を進める過程で住民の受入性の確保にあたり、より留意すべき

であると思われます。

（３）共有水面管理庁に裁量権を与える事項（第１号、第３号、第４号）

改正共有水面法に導入された一部基準の場合、共有水面管理庁に相当な裁量権を与え、事実上、共有水面管理庁に対して、

海上風力発電所の立地基準を設けられる権限が与えられたものと評価されています。特に、共有水面の占用・使用の面積、

期間、方法等の適正性（第１号）ないし海洋環境、共有水面の管理・運営等に及ぼす影響（第３号）、漁業活動等の水産業

に及ぼす影響（第４号）という多少抽象的な基準が導入されていながらも、これを評価できる具体的な方法は設けられてお

らず、これの評価過程において、共有水面管理庁による裁量介入の余地が相当大きいものと予想されます。

（４）占用・使用許可の基準追加の可能性（第６号）

改正共有水面法は、第１号から第５号の基準の他にも、大統領令を通じて立地基準を定められるものと規定しており（第

６号）、共有水面法施行令の改正等を通じ、追加の立地基準が設けられる可能性があります。施行令等が改正され立地基準

が確定されるまでは、自治体が共有水面の占用・使用の許可に消極的な立場を取る可能性があるものと予想されるところ、

大統領令の制定の動向についても、注視していく必要があるものと判断されます。

 

上記の内容につき、ご質問等がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。より詳細な内容について対応させて頂

きます。 弊社法務法人(有限)世宗のプロジェクト・エネルギーグループは、新・再生（可能）エネルギー関連の法令および

制度、資源企業の買収合併、発電所およびプラント建設等、新・再生可能エネルギーに関して最も深みのあるリーガルサー

ビスを提供しており、このような業績に対して、Chambers等の国内外有数のリーガルサービス評価機関から高い評価を得

ています。
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